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▶ 建設業は、中⾧期的な担い手の確保が喫緊の課題
▶ 若年層の入職・定着のためには、他産業より賃金が低く、
就労時間も⾧い状況の改善が不可欠
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全産業就業者に占める
建設業就業者のシェア

出典:総務省「労働力調査」（令和６年）をもとに国土交通省で作成
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527万円/年
出典： 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）、※賃金は「生産労働者」の値

全産業

建設業※

1,939時間/年

1,987時間/年（＋2.5%）

労働時間

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和６年度）

※ 過度な重層下請構造、総価一式の契約慣行、相場が分かりづらい、削減が容易、
技能者の処遇を考慮せず安価に請け負う業者が競争上有利 等

▶ また、建設工事の請負契約の特性※を背景として、
適正な労務費（＝賃金の原資）が確保できていない

443万円/年（▲15.9%）



新ルールの導入
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自然要因（猛暑による不稼働）、時間外労働規制、労働・安全衛生、行政への申請 等

Ⅰ.工期全般にわたって考慮すべき事項

・建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
・分野別に考慮すべき事項（住宅・不動産分野/鉄道分野/電力分野 等） 等

Ⅲ.その他考慮すべき事項

Ⅱ.工程別に考慮すべき事項

（例）
資機材の調達

（例）
想定外の
地中障害物

（例）
養生期間

（例）
受電時期

（例）
完了検査

準備 施工（基礎、土、躯体、設備、仕上 等） 後片付け
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※1 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金
※2 適正な労務費を含む通常必要と認められる原価に満たない金額による契約締結による勧告の対象になり得るのは公共発注者のみ

全ての契約段階で適正な労務費を確保!
労務費に関する基準（令和７年１２月２日 中央建設業審議会決定）

注文者・受注者双方が「工期に関する基準」を考慮し、
適正な工期を設定!

工期に関する基準（令和６年３月２７日 中央建設業審議会決定）

▶ 建設業者に対し、労働者の適正な処遇確保を努力義務化

▶ 中央建設業審議会が「工期に関する基準」に加え「労務費に関する基準」を
作成・勧告し、適正な労務費を提示

▶ 適正な労務費等に比べ著しく低い労務費等※1による見積りや見積り変更依頼を禁止

▶ 総価として原価に満たない金額による契約締結を受注者にも禁止

▶ 著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止

- 違反した建設業者は指導・監督/発注者※2は勧告・公表の対象

（第25条の27）

（第34条第２項）

（第20条第２項、第６項）

（第19条の３第２項）

（第19条の５第２項）

（第41条第１項等、第19条の６）



新ルール下の取引について
▶ 労務費等※を内訳明示した「見積書」が重要








発注者
国土交通大臣等から
勧告・公表

建設業者
国土交通大臣等から
指導・監督

違反した場合

（第20条第７項） （第28条、第41条第１項等）

※1 「通常必要と認められる原価」に満たない金額による契約締結による勧告の対象になり得るのは公共発注者のみ
※2 「通常必要と認められる原価」に満たない金額による契約締結の場合のみ
※3 注文者として「通常必要と認められる原価」に満たない金額による請負契約を締結した場合は指導のみ

発注者※1

国土交通大臣等から
勧告・公表

建設業者（注文者※2）
公正取引委員会からの
措置

建設業者※３

国土交通大臣等から
指導・監督

違反した場合

（第19条の６） （第42条第１項） （第28条、第41条第１項等）

※ 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金



「労務費に関する基準」の実効性確保





このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています（https://roumuhi.mlit.go.jp/）


